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土岐市さわやか収集カレンダー 土岐津・肥田・泉地区 ごみの区分 ごみの種類 出　し　方

2026年

燃えるごみと燃えないごみ 燃えるごみと資源物 燃えるごみのみ

燃えるごみ
（指定ごみ袋）

・洗剤の容器、食用油の容
器などのプラスチックごみ
・生ごみ・台所ごみ
・ゴム、革製品
・布団、ジュータン

・生ごみはよく水を切ってくだ
さい。
・布団、ｼﾞｭｰﾀﾝは座布団程
度の大きさに切ってください。
・段ボール、新聞、雑誌、紙
箱、包装紙、牛乳パックは資
源物です。

燃えないごみ
（指定ごみ袋）

・金属くず（スプレー缶・やか
ん・フライパン・鍋等）
・ガラスくず（飲食用の瓶以
外）
陶磁器くず
・小型家電
・ビンの蓋

・飲食用のびん・缶（油などで
汚れていないもの）は資源物
に出してください。
・スプレー缶や、カセットボン
ベ、ライター等は使い切って
ください。
・傘の布地、ビニールは外し
て燃えるごみに、骨組は燃え
ないごみに出してください。

資源物

・飲み物、調味料のびん
（透明・茶色・その他の色に分ける）

・飲み物、食品の缶
・新聞・チラシ、雑誌、段ﾎﾞｰﾙ
・食品・菓子の紙箱・包装紙
・牛乳パック
・古着、毛布
・ペットボトル
・食品トレイ
・ペットボトルのキャップ

・ビン、缶、ペットボトルはキャップ
を取り、中を水洗いしてください。
・缶詰、ジュース、ビールなどの金
属フタは燃えないごみです。
・新聞、雑誌、段ボール、紙箱・包
装紙、牛乳パックは分けて種類ご
とに縛ってください。
資源物は指定ごみ袋に入れる必
要はありません。

燃えないごみ
（有害ごみ）

（指定ごみ袋）
蛍光灯

蛍光灯は購入時のケースなどに
入れ、割れないようにし、指定ご
み袋で出してください。

自転車、金属製の家具、器具
※ごみ袋(大)に入らないもの

高齢介護課にご相談くださ
い。

電池類全般
プラス極とマイナス極にセロハン
テープなどを貼って、電気が流れ
ないようにしてください。

ごみのお問い合わせ先 土岐市環境センター　☎５５-３３２５

2027年

粗大ごみ

資源物
（有害ごみ）

・燃えるごみ、燃えないごみ、ペットボトル、ビン、缶の袋の口をしばって出してください。
・一度に大量のごみを出すのは控えてください。

家　電
リサイクル

対象品

・テレビ
・冷蔵庫
・洗濯機
・エアコン

購入または買換えさ
れた販売店での引取
りとなります。または
右の業者にご相談く
ださい。

㈱愛幸商店 ☎55-5072
衛藤産業㈱ ☎44-8150
㈲ダイセン　 ☎55-7181
㈱橋本 ☎0574-63-1111
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自転車、金属製の家具、器具
※ごみ袋(大)に入らないもの

高齢介護課にご相談くださ
い。

・燃えるごみ、燃えないごみ、ペットボトル、ビン、缶の袋の口をしばって出してください。
・一度に大量のごみを出すのは控えてください。

燃えるごみ
（指定ごみ袋）

・洗剤の容器、食用油の容
器などのプラスチックごみ
・生ごみ・台所ごみ
・ゴム、革製品
・布団、ジュータン

・生ごみはよく水を切ってくだ
さい。
・布団、ｼﾞｭｰﾀﾝは座布団程
度の大きさに切ってください。
・段ボール、新聞、雑誌、紙
箱、包装紙、牛乳パックは資
源物です。

燃えないごみ
（指定ごみ袋）

・金属くず（スプレー缶・やか
ん・フライパン・鍋等）
・ガラスくず（飲食用の瓶以
外）
陶磁器くず
・小型家電
・ビンの蓋

・飲食用のびん・缶（油などで
汚れていないもの）は資源物
に出してください。
・スプレー缶や、カセットボン
ベ、ライター等は使い切って
ください。
・傘の布地、ビニールは外し
て燃えるごみに、骨組は燃え
ないごみに出してください。

燃えないごみ
（有害ごみ）

（指定ごみ袋）

家　電
リサイクル

対象品

・テレビ
・冷蔵庫
・洗濯機
・エアコン

購入または買換えさ
れた販売店での引取
りとなります。または
右の業者にご相談く
ださい。

㈱愛幸商店 ☎55-5072
衛藤産業㈱ ☎44-8150
㈲ダイセン　 ☎55-7181
㈱橋本 ☎0574-63-1111

電池類全般
プラス極とマイナス極にセロハン
テープなどを貼って、電気が流れ
ないようにしてください。

資源物

・飲み物、調味料のびん
（透明・茶色・その他の色に分ける）

・飲み物、食品の缶
・新聞・チラシ、雑誌、段ﾎﾞｰﾙ
・食品・菓子の紙箱・包装紙
・牛乳パック
・古着、毛布
・ペットボトル
・食品トレイ
・ペットボトルのキャップ

ごみのお問い合わせ先 土岐市環境センター　☎５５-３３２５

2027年
資源物

（有害ごみ）

粗大ごみ

・ビン、缶、ペットボトルはキャップ
を取り、中を水洗いしてください。
・缶詰、ジュース、ビールなどの金
属フタは燃えないごみです。
・新聞、雑誌、段ボール、紙箱・包
装紙、牛乳パックは分けて種類ご
とに縛ってください。
資源物は指定ごみ袋に入れる必
要はありません。

蛍光灯
蛍光灯は購入時のケースなどに
入れ、割れないようにし、指定ご
み袋で出してください。

2026年

土岐市さわやか収集カレンダー 下石・妻木・鶴里・曽木・駄知地区
ごみの区分 ごみの種類 出　し　方

燃えるごみと燃えないごみ 燃えるごみと資源物 燃えるごみのみ


